
 

 

 

 

 

 

 

 

【１ 個人事業主等に対する安全衛生対策の推進】  

   

 

【２化学物質による健康障害防止対策等の推進】   

(1) 令和 8 年 4月 1 日から、ラベル表示及び SDS の交

付等の対象が約2,900物質になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～健康安全職場は、日々の弛まぬ取組の継続から～ 継続のために

は、はじめの段取りが大切です。今回は、令和 8 年度に施行となる労

働安全衛生法(安衛法)等の改正内容等の情報を中心にご紹介します。 

特 集 

1 個人事業主等に対する安全衛生対策の推進 

２ 化学物質による健康障害防止対策の推進 

３ 治療と就業の両立支援の推進 

４ 高年齢者の労働災害防止の推進 

５ 職場のメンタルヘルス対策の推進 

改正法令、関連通達

等、リーフレットを

参照できます。      



（2） 営業秘密である成分に係る代替化学品名等の通知 

    

 

(3)  個人ばく露測定関係(施行：令和8年10月1日) 

 個人ばく露測定が、作業環境測定の一部として位

置付けられ、作業環境測定士による個人ばく露測

定の実施が義務となります。 

 

 

 

 

 

【３ 治療と就業の両立支援の推進】  

治療と就業の両立を促進するための必要な措置を

講じることが事業主の努力義務となりました。 

 

 

 

 

 

 

  

トピック 

❶ 皮膚障害等防止保護具選定マニュアル 

令和8年3月中、保護具選定に係る事例集と化

学防護衣の作業ごとの耐透過性能クラスの確認ツ

ールの公開、耐透過性能クラス一覧表の更新が予

定されています 

 

❷ ケミガイドの活用をお勧めします 

 「業種・作業別マニュアル」：リスクアセスメントの

ための情報収集資料。多数の業種、作業につい

て各産業有建設業 

 数言語のまんが仕立ての教材（音声再生有） 

 無料相談窓口へのアクセス案内  など 



【４ 高年齢者の労働災害防止の推進】 

                             

 

事業主が講ずべき措置（概要） 

 

 

 

  

高 年 齢 者 の 労 働 災 害  

死傷者数 休業見込み期間 ともに増加 

 

 

 

高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、高年齢者の特

性に配慮した作業環境の改善、作業管理その他必要な措置を

講ずることが、事業者の努力義務に （令和8年4月 1日～） 

高年齢者の労働災害

防止のための指針 



【５ 職場のメンタルヘルス対策の推進】 （施行：交付（令和 7年5月 14日）から 3年以内） 

今般の改正安衛法により、労働者数 50 人未満の事業場にストレスチェックの実施義務が拡大されました。安衛

法に基づくストレスチェック制度の主な目的は、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止です。事業者はストレスチ

ェックを実施することで、労働者自身のストレスへの気付きを促し、セルフケアを進めるとともに、高ストレスと判断

された労働者に、医師の面接指導等の機会の提供を行っていただく等になります。 

 

 

ストレスチェック制度をこれから導入する

事業者の方にむけて「小規模事業場ストレス

チェック制度実施マニュアル」が 

公表されています。 

 

 

 

 

 

 

 

また、千葉産業保健総合支援センターによるメ

ンタルヘルス対策個別訪問支援もご利用いただけ

ます。 

 

 

 

 

千葉産業保健総合支援センター 

〒260-0013 千葉市中央区中央3-3-8 

日進センタービル8階 

https://www.chibas.johas.go.jp/ 

https://www.chibas.johas.go.jp/

